
令和８年３月に公布した条例  

条例番号 条例名 制定改廃等の理由及び概要 所管課名 

第１号 伊 勢 崎 市 議 会 委

員 会 条 例 の 一 部

を改正する条例  

【理由】  

 機構改正に伴い、改正の必要を認めたも

の  

【概要】  

 総務委員会の所管を改めるもの  

議 事 調 査

課  

第２号 伊 勢 崎 市 行 政 手

続 条 例 の 一 部 を

改正する条例  

【理由】  

デジタル社会の形成を図るための規制改

革を推進するためのデジタル社会形成基本

法等の一部を改正する法律による行政手続

法の一部改正に準じ、改正の必要を認めた

もの  

【概要】  

不利益処分に関する聴聞及び弁明の機会

の付与における公示の方法による通知につ

いて、不特定多数の者が閲覧できる状態に

置く措置等をとるもの  

事 務 管 理

課  

第３号 伊 勢 崎 市 特 別 職

の 職 員 で 非 常 勤

の も の の 報 酬 及

び 費 用 弁 償 に 関

す る 条 例 の 一 部

を改正する条例  

【理由】  

いじめ問題調査委員会委員長等に時間額

の報酬を支給することに伴い、改正の必要

を認めたもの  

【概要】  

⑴  非常勤特別職に対する時間額の報酬の

支給方法を定めるもの  

⑵  いじめ問題調査委員会委員長、いじめ

問題調査委員会委員、いじめ問題再調査

委員会委員長及びいじめ問題再調査委員

会委員に係る時間額の報酬の額を定める

もの  

学 校 教 育

課  



第４号 伊 勢 崎 市 職 員 の

特 殊 勤 務 手 当 に

関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条

例  

【理由】  

夜間特殊業務手当の見直しに伴い、改正

の必要を認めたもの  

【概要】  

⑴  夜間特殊業務手当の支給対象及び支給

額を改めるもの  

⑵ 当務の定義を明確化するもの  

消 防 本 部

総務課  

第５号 伊 勢 崎 市 国 民 健

康 保 険 税 条 例 の

一 部 を 改 正 す る

条例  

【理由】  

子ども・子育て支援法等の一部を改正す

る法律による地方税法の一部改正に伴い、

改正の必要を認めたもの  

【概要】  

国民健康保険税の課税額に子ども・子育

て支援納付金課税額に係る所得割の算定額

基準並びに被保険者均等割額、１８歳以上

被保険者均等割額及び世帯別平等割額を加

えるもの  

国 民 健 康

保険課  

第６号 伊 勢 崎 市 保 育 所

条 例 及 び 伊 勢 崎

市特定教育・保育

施 設 及 び 特 定 地

域 型 保 育 事 業 の

利 用 者 負 担 に 関

す る 条 例 の 一 部

を改正する条例  

【理由】  

子ども・子育て支援法等の一部を改正す

る法律による子ども・子育て支援法の一部

改正に伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 給 付 制 度 化 に 伴

い、必要な事項を定めるもの  

こ ど も 保

育課  

第７号 伊 勢 崎 市 乳 児 等

通 園 支 援 事 業 の

設 備 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 を 定

め る 条 例 の 一 部

【理由】  

 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準の一部を改正する内閣府令による

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準の一部改正に伴い、改正の必要を認

こ ど も 保

育課  



を改正する条例  めたもの  

【概要】  

⑴  乳児等通園支援事業者が定める内部規

程に関する事項を改めるもの  

⑵ 規定の整備を図るもの  

第８号 伊 勢 崎 市 特 定 乳

児 等 通 園 支 援 事

業 の 運 営 に 関 す

る 基 準 を 定 め る

条例  

【理由】  

子ども・子育て支援法等の一部を改正す

る法律による子ども・子育て支援法の一部

改正に伴い、制定の必要を認めたもの  

【概要】  

⑴  事業の運営に関する基準及び一般原則

を定めるもの  

⑵ 利用定員に関する事項を定めるもの  

⑶  運営規程及び勤務体制の確保に関する

事項を定めるもの  

⑷  秘密保持、苦情への対応及び地域との

連携に関する事項を定めるもの  

こ ど も 保

育課  

第９号 伊 勢 崎 市 福 祉 医

療 費 支 給 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を

改正する条例  

【理由】  

医療機関等における福祉医療費の受給資

格の確認方法について、個人番号カードを

用いたオンライン資格確認を導入すること

に伴い改正の必要を認め、併せて条文の整

備を図るもの  

【概要】  

⑴  定義規定に個人番号カードを加えるも

の  

⑵  受給資格者が、医療機関等の窓口で個

人番号カードを用いて受給資格認定に関

する情報を提供する方法を加えるもの  

⑶ その他条文の整備を図るもの  

年 金 医 療

課  



第１０号 伊 勢 崎 市 小 口 資

金 融 資 促 進 条 例

の 一 部 を 改 正 す

る条例  

【理由】  

 群馬県小口資金融資促進制度に準じ、改

正の必要を認めたもの  

【概要】  

資金の借換えを令和８年度も可能とする

もの  

商 工 労 働

課  

第１１号 伊 勢 崎 市 移 動 等

円 滑 化 の た め に

必 要 な 特 定 公 園

施 設 の 設 置 に 関

す る 基 準 を 定 め

る 条 例 の 一 部 を

改正する条例  

【理由】  

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令の一部を改正する政

令による高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令の一部改正に

伴い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

 引用する条ずれを改めるもの  

公 園 緑 地

課  

第１２号 伊 勢 崎 市 火 災 予

防 条 例 の 一 部 を

改正する条例  

【理由】  

 火災に関する警報の発令中における火の

使用の制限及び住宅における火災の予防の

推進に係る規定の見直しを図ること並びに

対象火気設備等の位置、構造及び管理並び

に対象火気器具等の取扱いに関する条例の

制定に関する基準を定める省令の一部を改

正する省令による対象火気設備等の位置、

構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定め

る省令の一部改正に伴い、改正の必要を認

めたもの  

【概要】  

⑴  簡易サウナ設備の位置及び構造の基準

を設けるもの  

⑵  火災に関する警報の発令中における火

予防課  



の使用の制限に係る規定を改めるもの  

⑶  住宅における火災の予防の推進に資す

る設備に感震ブレーカーを加えるもの  

第１３号 伊 勢 崎 市 市 税 条

例 の 一 部 を 改 正

する条例  

【理由】  

 地方税法等の一部を改正する法律による

地方税法の一部改正に伴い、改正の必要を

認めたもの  

【概要】  

⑴ 個人市民税関係  

ア  肉用牛の売却による事業所得に係る

課税の特例の適用期限を３年延長する

もの  

イ  優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

課税の特例の適用期限を３年延長する

もの  

ウ 引用する条ずれを改めるもの  

⑵ 固定資産税関係  

ア  利便性等向上改修工事が行われた建

築物に係る減額措置の見直しに伴い、

適用を受けようとする者がすべき申告

についての規定を改めるもの  

イ  わがまち特例に係る規定の整備を図

るもの  

ウ 引用する項ずれを改めるもの  

⑶ 軽自動車税関係  

ア  環境性能割の廃止に伴い、環境性能

割に係る規定を削るもの及び現行の種

別割の名称を軽自動車税に改めるもの  

イ  グリーン化特例の適用期限を軽減率

市民税課  



に応じて延長又は廃止するもの  

ウ 引用する号ずれを改めるもの  

第１４号 伊 勢 崎 市 都 市 計

画 税 条 例 の 一 部

を改正する条例  

【理由】  

 地方税法等の一部を改正する法律による

地方税法の一部改正に伴い、改正の必要を

認めたもの  

【概要】  

⑴  利便性等向上改修工事が行われた建築

物に係る減額措置の見直しに伴い、適用

を受けようとする者がすべき申告につい

ての規定を改めるもの  

⑵ 引用する項ずれを改めるもの  

資産税課  

第１５号 伊 勢 崎 市 国 民 健

康 保 険 税 条 例 の

一 部 を 改 正 す る

条 例 の 一 部 を 改

正する条例  

【理由】  

 地方税法施行令等の一部を改正する政令

による地方税法施行令の一部改正及び地方

税法施行規則及び地方税法施行規則の一部

を改正する等の省令の一部を改正する省令

に よ る 地 方 税 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴

い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

⑴  基礎課税額に係る課税限度額を６６万

円から６７万円に改めるもの  

⑵  子ども・子育て支援納付金課税額に係

る課税限度額を定めるもの  

⑶  子ども・子育て支援納付金課税額に係

る減額の規定を加えるもの  

⑷  ５割減額対象世帯の減額所得基準につ

いて、被保険者１人につき加算する金額

を３０万５，０００円から３１万円に改

めるもの  

国 民 健 康

保険課  



⑸  ２割減額対象世帯の減額所得基準につ

いて、被保険者１人につき加算する金額

を５６万円から５７万円に改めるもの  

⑹ 引用する条ずれを改めるもの  

 




